
1 評価調査の概要

（1）背景と目的

途上国の分権化の進展を背景に、JICAは、行政機能に

関するガバナンス支援の重点開発課題を1）行政機能の効

率と効果の改善、2）調和のとれた分権化の推進、3）参

加の促進と透明性の向上の3点としている1。1990年代終

わりから主にインドネシアおよびタイなどのアジア地域に

おいて地方行政支援が開始されている。また、最近ではア

ジアのみならずアフリカ、中近東、中南米などにおいても

地方分権化/地方行政支援プログラムが次々と立ち上がっ

ている。

本評価ではインドネシアを事例として、地方分権化に

おいて重要となる「地方行政能力向上」の現状と課題につ

きインドネシア政府の政策・施策をふまえて整理した上

で、地方行政能力向上にかかる開発課題を体系的にまとめ、

評価分析軸として設定した2。そして、インドネシアにお

ける地方分権化の流れのなかで実施されてきたJICA案件

を取り上げ、地方行政能力向上の課題に対するアプローチ

を評価分析軸にそって検証するとともに、他ドナーのアプロ

ーチと対比し総合的に分析した。さらに、それら案件の地方

行政能力向上にかかる実施レベルの取り組みを整理した上

で、前者の分析から地方行政能力向上の課題へのアプロー

チにかかる教訓を、後者の分析から地方行政能力向上にか

かる案件形成、実施の取り組みにかかる教訓を抽出した。

（2）評価の実施期間・体制

1）評価調査期間

2005年12月から2006年8月までの期間。（現地調査は、

2006年4月10日～29日）

2）評価実施体制

本評価では、JICA企画・調整部事業評価グループを主

管とし、外部有識者（以下2名の評価アドバイザー）、関

係部署（インドネシア事務所、アジア第一部、社会開発部）、

コンサルタントからなる検討委員会を設置した。報告書は、

同検討委員会での議論および現地調査結果に基づき、事務

局（企画・調整部事業評価グループおよびコンサルタント）

が執筆・取りまとめを行った。

【評価アドバイザー】

松井　和久　アジア経済研究所地域研究センター　専任調査役

武田　長久　JICA国際協力専門員

【コンサルタント】

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（3）評価調査の対象案件

本評価では、地方分権化の流れのなかで地方行政能力向

上にかかるアプローチを検証することを目的としているた

め、インドネシアで地方分権化が起こってきた1999年～

2001年前後に協力を開始し、地方行政能力向上を直接の目

的とした案件ならびに地方行政能力向上を間接の目的とし

たセクター案件を選択し、対象とした3（表3-9参照）。な

お、案件の分析においては、案件全体を概観しつつも特に

地方行政能力向上にかかる部分に焦点を当てて分析を行っ

ていること、また実施後のみならず実施中の案件も含まれ

ており、そのインパクトや成果の分析を行うことは必ずし

も適当ではなく、あくまでアプローチの分析に焦点を当て

ている点に留意されたい。
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１．国際協力機構2005「JICAにおけるガバナンス支援－民主的な制度づくり、行政機能の向上、法整備支援－　調査研究報告書」P68
２．本分野は比較的新しく、過去の協力実績も多くはないため、JICAや他ドナーにおいて協力アプローチや課題体系が十分に確立していない。よって、
本評価では分析軸を構築・設定することから取り組んでいる。

３．地方分権化の流れのなかで実施されてきたJICA案件は、多かれ少なかれ地方分権化の影響を受けていると考えられる。本評価調査ではそのなかでも、
特に地方行政能力向上に関連する案件を以下の基準にそって選定した。よって、インドネシア全地域、全セクターを網羅したものではない。
①地方分権化前後に実施され地方行政に関連する案件のなかでも特に地方行政を直接支援するものと、一般的に分権化の主要セクターとなる教育、
保健、農業を中心に対象案件を絞った。

②地域については過去の協力がある程度集約している南スラウェシを中心に選定した。

特定テーマ評価

「地方行政能力向上～インドネシアを事例として～」
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2 評価の枠組み

本評価では、まず対象案件の地方行政能力向上にかか

るアプローチを分析する上で、「インドネシアの地方行政

能力向上にかかる課題体系」を評価分析軸として設定した。

そして、この課題体系にそってJICAおよび他ドナーのア

プローチを分析した。これらをふまえ、1）地方行政能力

向上の課題へのアプローチにかかる教訓・提言、2）地方

行政能力向上にかかる案件形成、実施の取り組みにかかる

教訓･提言、の2段階で教訓・提言を抽出した。

3 インドネシアにおける地方行政能力向上
にかかる課題体系

（1）インドネシア地方行政能力向上にかかる課題体
系の概要

本評価検討委員会で検討の上、作成したインドネシア

の地方行政能力向上にかかわる課題体系図は、表3-10の

とおりである。課題体系図は、特定の開発テーマに関して

対処する必要があるさまざまな課題群を、上位課題、中心

課題、個別課題という3層のレベルに体系立てて整理した

ものであり、各課題の構成を横断的に俯瞰して全体像を把

握し、課題解決に向けた方針・方向性や協力プログラムの

目標・構成を検討するための分析軸として利用できる。

（2）課題体系の見方とその留意点

開発課題解決に向けた方針や協力プログラムの目標お

よび構成を検討するには、上位課題から中心課題、中心課

題から個別課題というように、上位レベルから下位レベル

の課題の関係性で考え、課題の構成を明らかにした上で、

上位課題の解決に必要なアプローチを検討することが有効

である。一方で、地方行政能力向上という開発課題につい

ては、制度・枠組み面、財政面、職員の能力、行政運営の

上位課題がそれぞれ関連し影響しあっているため、課題体

系図における課題間の並立（上位課題間もしくは上位課題

を越える中心課題間）の関係性にも留意し、課題体系の全

体像を把握した上で、課題への対応のシナリオを策定する

必要がある。そして、上位課題間の関係性、上位課題をまた

ぐ中心課題間の関係性にも留意し、上位課題を解決するた

めに必要かつ十分な中心課題、個別課題を見極めることが

重要である。課題間の関係性を理解することで、より上位の

課題の解決のためにどのような課題が重要か、それらの課

題について相手国政府もしくは他ドナー等によってどのよ

うな取り組みがなされているかを把握し、相互補完性や相

乗効果といった観点から、目標設定を明確に行い、JICAと

して課題へのアプローチのシナリオをより戦略的に構築す

ることができる。課題体系はこのように、プログラム的観点

からの協力実施に活用することが可能である。

4 インドネシアの地方行政能力向上に向け
たJICA の取り組み

（1）地域開発/地方行政能力向上にかかるJICA の
過去10 年間の戦略と考え方の変遷

1990年代半ば、JICAは将来的な地方分権化や地方行政

能力向上の必要性は認識しながらも、当時のインドネシア

政府の中央集権体制維持という方針もあり、個別プロジェ

クトの推進に際して地方政府への支援が必要となった場合

は、それぞれのプロジェクトのなかで対応をはかっていた。

1997年半ばには、インドネシアにおける社会的・政治的

危機にともない、JICAの支援は緊急支援的性格が色濃く

なり、ソーシャル・セーフティ・ネットの確保に重点を置く

とともに、住民に直接裨益する支援形態を志向するように

なった。この時期には地方分権化に向けた動きが進展して

いたが、JICAでは分権化への対処方針はまだ明確に打ち

出されておらず、あくまで中央政府を主たるカウンターパ

ートとしながら地方を取り込み、中央と地方のリンケージ

の改善に力点を置くというアプローチがとられていた。

1999年に地方分権化二法が制定されたが、二法の施行

前の段階では分権化の方向性は不透明であったため、

表3-9　評価調査対象案件 
 

プロジェクト名 略称  セクター 実施期間 スキーム 

1  地域開発政策支援 「地域開発政策支援」 地方行政能力向上 2001.4―2005.3 技プロ 
 2 地方行政人材育成 

（フェーズ１、2） 
「地方行政人材育成」 地方行政能力向上 2002.4―2005.3 

2005.4―2007.4
技プロ 

3 スラウェシ貧困対策支援村落開発計画 「スラウェシ貧困対策」 地域開発 1997.2―2002.2 技プロ 

4 南スラウェシ地域保健強化プロジェクト 「地域保健強化」 保健医療 1997.4―2002.3 技プロ 

5 水利組合強化 「水利組合強化」 農村開発 2004.4―2007.3 技プロ 

6 市民社会の参加によるコミュニティ開発 「PKPM 」 地域開発 2004.1―2006.12 技プロ 

7 地域教育開発支援調査（フェーズ1、2） 
地方教育行政改善計画（フェーズ3） 
（REDIP） 

「REDIP 」 教育 1999.3―2001.9 
2001.3―2005.3 
2004.9―2008.9

開発調査 
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表3-10　インドネシア地方行政能力向上にかかる課題体系図 
 

中心課題 上位課題 個別課題 

①－1

①－2

①－3

①－4

②－1

②－2　 
 

②－3 
 

③－1 
 

③－2　 

④－1 
 

④－2　 

④－3　 

④－4　 

④－5　 

中央地方関係の明確化 
 

地方自治体の権限・役割・
関係の明確化 
 

民主的な行政統制を行う
ための代表制の推進 
 

行政運営における透明性
と説明責任の確保 

地方財政制度の改革を通
じた行財政運営の効率化 

地方財政における公平・中
立な歳入システムの確立 
 

地方財政における効率的
な歳出システムの確立 

行政パフォーマンス向上に
向けた公務員制度の改革 

職員能力向上のための研
修・制度の拡充 
 

計画策定・実施・評価プロ
セスの改善 

行政サービスの改善・効率化 
 
組織能力の強化 

市民参加の促進を通じた
行政運営管理能力の向上 

リーダーシップの推進 

①地方自治の制度・
枠組みの整備 

 

②良好な財政管理シ
ステムの構築 

 

③地方自治体職員の
能力向上 

 

④地方自治体の効果・
効率的な行政運営 

 

●中央政府（内務省・BAPPENAS・大蔵省・各セクター官庁）と地方政府との権限・
役割の明確化 

●内務省・BAPPENAS・大蔵省・各セクター官庁間の地方政府・地方分権化に関す
る権限・役割の明確化 

●広域自治体（州）の権限と役割の明確化 

●基礎自治体（県・市）の権限と役割の明確化 

●広域自治体と基礎自治体の関係の明確化 

●基礎自治体（県・市）と郡の関係の明確化 

●自治体間の連携・協力/広域連合の推進 

●民主的な選挙制度の設置・運用 

●地方議会の行政に対する監督・指導力の強化 

●地方議員の能力向上 

●地方議会に対する監督制度の設置 

●情報公開/広報の推進 

●報告制度の推進と監査制度の充実 

●財政をめぐる効率的な中央地方関係（税源移譲・補助金・交付金・分散資金の配分）
の構築 

●効率的な地方財政制度の構築(自治体内の財政改革も含む) 

●効率的な予算編成制度の確立 

●地方公社・地方公営企業の位置づけの明確化 

●公平・中立的な税制(納税制度も含む)の確立 

●公平・中立的な補助金・交付金制度の確立 

●地方債、借入れ等による歳入の確立 

●効率的な予算執行、入札、契約システムの確立（予算と計画の連動を含む） 

●効率的な会計・決算制度システムの確立 

●効率的な会計監査システムの確立 

●地方自治体の公務員制度の改革と人事行政（採用・給与・昇進・出向）の効率化 

●職員倫理の向上 

●職員研修・管理者教育の充実 

●研修の効果的な実施のための環境整備（施設の改善、講師研修の実施、人事制度
とのリンク、認定制度の実施、等） 

●実務を通じた人材の開発（OJT・人事交流） 

●上位計画との整合性をもち、地域基本データ等の客観的事実に基づく地方開発
計画の策定および実施プロセスの確立（地方計画と予算の連動を含む） 

●地方開発計画策定・実施への住民参加メカニズムの構築・運用（コミュニティの計
画策定能力向上のための施策実施を含む） 

●行政評価（政策評価、施策評価）の実施と報告・フィードバック（市民からのフィー
ドバックを含む）、モニタリングのメカニズムの構築 

●行政事務・事業の改善・効率化（評価、モニタリング結果の反映を含む） 

●効率的な行政組織の形成（各部局の業務分担の効率化を含む） 

●IT化の進展 

●行政サービス実施プロセスにおける住民参加の促進 

●行政サービス実施プロセスにおける市民社会とのパートナーシップの構築 

●市民社会や民間セクターへのアウトソーシングのための制度の設置・運営 

●自治体内における首長および幹部職員の役割の明確化 

●首長および幹部職員のリーダーシップと管理能力の向上 

●首長によるビジョン・ミッション・プログラムの実行と、それに対するモニタリング
の促進 

課
　
題
　
間
　
の
　
並
　
立
　
の
　
関
　
係
　
性 

 

上　位　か　ら　下　位　の　課　題　の　関　係　性 
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JICAは当面は分権化の進む方向に影響されないような支

援、すなわち地域イニシアティブによる地域開発に対する

支援を通じた地方行政能力向上を重視した。

2001年の地方分権化二法の施行に伴い、JICAは分権

化支援への取り組みを強化したが、分権化の推進というよ

りも、分権化にともなう混乱への対処支援に重点を置いた

ものであった。特に、1）分権化の受け皿となる地方行政

の能力向上と、2）分権化で一旦途切れてしまった中央政

府と地方政府のリンケージの再構築を重点にすえた点が特

徴となっている。

2004年に地方分権化二法が改正され、JICAは上記1）

および2）を重視した活動を継続しつつも、地方分権化に

対する直接的な支援から、地方分権化を所与のものとした

国内後進地域の地域開発へと取り組みの軸足を移してきて

いる。このような戦略から現在進められているのが東部イ

ンドネシア開発構想であり、2005年にはその一環として、

南スラウェシ州地域開発プログラムが開始されている。同

プログラムは、「南スラウェシ州における地域開発を通じ

た貧困削減の促進」を目的に掲げ、都市部開発と農村部開

発を有機的に連携させること、地方政府と地域社会に複層

的にアプローチすること、また案件間の連携を促進するこ

とによって、地域全体の開発を支援しようとしている。

（2）JICA 対象案件の地方行政能力向上にかかるア
プローチ

JICAがインドネシアの地方行政能力向上に関して実施し

てきた7案件（終了案件3案件、実施中案件4案件）を取り上

げ、地方行政能力向上の観点から各案件がどのような課題

に対してアプローチしたのかを、表3-11のとおり整理する。

表3-11　対象案件の概要と課題へのアプローチ 

案件概要 案件名 課題へのアプローチ 

「中央政府と州政府における、地方自治推進の
ための、地域開発分野における地方政府の能力（ま
たは地方行政を支援する中央政府の能力）向上」
を目標とした。 

④－１「計画策定・実施・評価プロセスの改善」に対するアプローチを主軸に
しているものの、計画の策定プロセスにおいて①－２「地方自治体の権限・役
割・関係の明確化」（特に自治体間の連携の推進）、④－４「市民参加の促進
を通じた行政運営能力の向上」といった中心課題にも取り組んだ。また、①
－１「中央地方関係の明確化」や④－５「リーダーシップの推進」にも間接的
に取り組んでいる。 

「地域開発政策支援」 

＊問題解決型アクションリサーチ 

「内務省教育訓練庁および地方州研修所におけ
る地方行政官等の人材育成のための研修運営
能力向上」「地方政府における地方分権にかか
る政策・ガイドラインに基づいた行政手法の周知・
理解」を目標としている。  

③－２「職員能力向上制度のための研修・制度の拡充」を中心としつつ、地方
分権化を推進する上で重要な①－２「地方自治体の権限・役割・関係の明確化」、
④－１「計画策定・実施・評価プロセスの改善」、④－２「行政サービスの改善・
効率化」に対しても政策支援型の研修として間接的にアプローチしている。 
 

「地方行政人材育成」 

「南スラウェシに適用可能な参加型社会開発モ
デル（タカラールモデル）の開発」を目標とした。
  

④－１「計画策定・実施・評価プロセスの改善」、④－２「行政サービスの改善・
効率化」、さらに④－４「市民参加の促進を通じた行政運営能力の向上」、に
対してアプローチし、上位課題④に広くターゲットを当てている。それに加え、
③－２「職員能力向上のための研修・制度の拡充」を組み合わせている。 
 

「スラウェシ貧困対策」 

「南スラウェシ州における地域の医師、助産婦、
検査技師などの医療従事者の人材育成と、各県
の衛生部長への保健計画の策定・実施に関する
技能向上」を目標とした。 

PROAR＊を開発し、保健所レベルに導入・運用しており、④－１「計画策定・
実施･評価プロセスの改善」、④－２「行政サービスの改善・効率化」に対して
アプローチしているといえる。また、PROARのプロセスでは、④－４「市民
参加の促進を通じた行政運営能力の向上」にもアプローチしている。③－２
「職員能力向上のための研修・制度の拡充」についても取り組んでいる。 
 

「地域保健強化」 

「地方政府による支援と協調を通じた、農民が参
加する水利組合の活性化と、灌漑施設の適正な
運用・管理モデルの確立」を目標としている。  

水利組合の強化に向けて県の活動を支援し、県職員の能力向上をはかると
いうアプローチ（④－２、④－４へのアプローチから、③－２へつなげる）をとっ
ている。農民による水利組合の活性化（④－４）、行政サービスの改善（④－２）、
自治体職員の能力向上（③－２）の効果発現をはかることを意図している。 
 

「水利組合強化」 

「コミュニティ・エンパワメントにおける政府（中央・
地方）とNGO、コミュニティの連携改善」を目標
として実施中。研修をとおして村落開発のファシ
リテーターを育成し、村落開発が自発的に行わ
れることをサポートしている。  

「地方行政能力」といった観点は明示的には現れないものの、地方自治体を
巻き込んだ取り組みもなされている（④－４「市民参加の促進を通じた行政
運営能力の向上」）。マスター・ファシリテーターが実施した活動によってコ
ミュニティの計画・実施能力向上を図っている（④－１「計画策定・実施・評価
プロセスの改善」）。 

「PKPM」 

「地方教育行政官を含む学校教育のステークホ
ルダーの能力強化を通じた、プロジェクト対象郡
における住民参加型学校運営を中心とした地方
教育行政システムの定着と普及」を目標として
実施中。  

④－２「行政サービスの改善・効率化」を主軸とし、住民参加型で学校運営を
進める（④－４「市民参加の促進を通じた行政運営能力の向上」）というアプ
ローチを組み合わせている。また、職員能力向上制度の拡充（③－２）にも取
り組んでいる。 
 

「REDIP」 
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（3）主要ドナーの地方行政能力向上へのアプローチ

インドネシアの地方行政能力向上に取り組んでいる他

の主要なドナーのアプローチについて、表3-12にそって

概観する。インドネシアの地方行政能力向上に取り組んで

いる他の主要ドナーによるアプローチのひとつの特徴は、

②「良好な財政管理システムの構築」という上位課題への

アプローチをすべてのドナーが採用していることである。

取り組んでいる個別課題はドナーごとに濃淡があるが、世

界銀行、アジア開発銀行（ADB）、ドイツ技術協力公社

（GTZ）、米国国際開発庁（USAID）は上位課題②の中心

課題を幅広くカバーしており、カナダ国際開発庁（CIDA）

も取り組んでいる個別課題は限られてはいるものの、すべ

ての中心課題をカバーしている。このように、より上位の

課題解決に向けた取り組みがなされていると考えられる。

①「地方自治の制度・枠組みの整備」は地方分権化の

基礎となる上位課題である。①－1「中央地方関係の明確

化」、①－2「地方自治体の権限・役割・関係の明確化」

は3つのドナー（USAID, GTZ, CIDA）が採用し、①－

3「民主的な行政統制を行うための代表制の推進」は2つ

のドナー（USAID, GTZ）が支援している。①－4「行

政運営における透明性と説明責任の確保」は部分的であれ、

すべてのドナーが取り組んでいる。上位課題の解決に向け

た取り組みとしては優先度に応じて広くカバーされている

といえるが、今後は①－3に関する取り組みも場合によっ

ては必要になると考えられる。

③「地方自治体職員の能力向上」は、他ドナーによる

アプローチが比較的限定的な上位課題である。③－2「職

員能力向上のための研修・制度の拡充」は2つのドナー

（ADB, USAID）による支援がなされており、③－1「行

政パフォーマンス向上に向けた公務員制度の改革」は

USAIDによる支援が行われている。USAIDは中心課題

をそれぞれカバーしており、上位課題に向けた戦略的な取

り組みがなされていると考えられる。

さらに④「地方自治体の効果・効率的な行政運営」は、

CIDA以外のドナーによって、ほとんどの中心課題への

アプローチ（④－5を除く）が採用されており、②「良好

な財政管理システムの構築」に次いで採用が多いアプロー

チである。特に、④－1「計画策定・実施・評価プロセス

の改善」、④－2「行政サービスの改善・効率化」、④－4

「市民参加の促進を通じた行政運営能力の向上」への取り

組みに集中している。

他ドナーの支援状況を時系列で見ると、インドネシア

地方分権化の初期段階で、他ドナーの多くが重視したのは

上位課題①と②を中心とする制度・枠組み面での支援であ

表3-12　インドネシア課題体系図とJICAおよび他ドナーによるアプローチ 

中心課題 
地域開発 
政策支援 

 

△ 

上位課題 

JICA 他ドナー 
 

○ ○ 

地方行政 
人材育成 

 

スラウェシ 
貧困対策 

 

地域保健 
強化 
 

水利組合 
強化 
 

REDIP PKPM  世銀 ADB GTZ USAID 
 

①－1　中央地方関係の明確化 
①地方自治の
制度・枠組
みの整備 

△ △ △ △ ○○ 

○ 

○ 

○ ○ 

△ ○○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

△ ○○ 

○ ○ 

○ △ ○○ ○ △ ○○ ○ 

○ 

○ 

△ ○○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ 

○ ○ 

○ △ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ 

○ 

△ △ 

①－2　地方自治体の権限・役割・関係
の明確化 

①－3　民主的な行政統制を行うため
の代表制の推進 

○ ○ 
①－4　行政運営における透明性と説

明責任の確保 

②－1　地方財政制度の改革を通じた
行財政運営の効率化 

②良好な財政
管理システ
ムの構築 ②－2　地方財政における公平・中立

な歳入システムの確立 

②－3　地方財政における効率的な歳
出システムの確立 

③－1　行政パフォーマンス向上に向
けた公務員制度の改革 

③地方自治体
職員の能力
向上 ③－2　職員能力向上のための研修・

制度の拡充 

④－1　計画策定・実施・評価プロセス
の改善 

④地方自治体
の効果・効
率的な行政
運営 

④－2　行政サービスの改善・効率化 

④－3　組織能力の強化 
 
④－4　市民参加の促進を通じた行政

運営能力の向上 

④－5　リーダーシップの推進 

△ ○○ ○ ○ ○ 
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った。分権化の初期は上位課題①が重要であり、ある程度

地方分権化が進展した段階で、制度・枠組みのなかでも上

位課題②にあたる財政管理システムをより精緻化すること

に重点が置かれてきたといえる。このように、分権化の進

度と熟度にあわせつつ、分権化への介入を行う形で初期の

支援が行われてきたと考えられる。その後、枠組み整備が

一段落した2005年頃から、これらのドナーもしだいに地

方政府の人材育成や効果的な行政運営に向けた行政能力向

上に軸足を移しつつあり、現在は制度面の精緻化と具体的

な地方政府の能力強化の両輪で取り組んでいるといえる。

5 総括と教訓

（1）総括

1）課題に対するJICAのアプローチ

JICAの対象案件の地方行政能力向上に対する支援は、

4つの上位課題のうち、③「地方自治体職員の能力向上」、

④「地方自治体の効果・効率的な行政運営」、のふたつに

集中している。さらに中心課題で見ると、「職員の能力向

上のための研修・制度の拡充」（③－2）、「計画策定・実

施・評価プロセスの改善」（④－1）、「行政サービスの改

善・効率化」（④－2）、「市民参加の促進を通じた行政運

営能力の向上」（④－4）に重点的にアプローチしている。

上位課題③および上位課題④は地方行政能力向上による行

政サービスの向上に最も直接的に影響するものであり、

JICAだけでなく他ドナーの多くもアプローチしている。

一方で、上位課題①や②にあるような制度面における課題

への取り組みが、上位課題③や④のプロジェクト実施や効

果・持続性の発現に大きく影響する場合がある。

2）他ドナーのアプローチとの比較

JICAと他ドナーのアプローチを比較してみると、まず、

すべての他ドナーがアプローチを採用している②「良好な

財政管理システム構築への支援」には、JICAはアプロー

チをしていないことが挙げられる。そして、他ドナーが①

「地方自治の制度・枠組みの整備」などに関する支援に重

心を置いているのに対して、JICAは制度・枠組み面には

直接的にはかかわらない課題③、④に重点を置いている。

3）JICA協力のアプローチに関する総括

JICAの対象案件によるアプローチを上位課題間の関連

性から俯瞰すると、それぞれのプロジェクトで、異なる上

位課題のもとにある複数の中心課題にアプローチしている

ことがわかる。上位課題③と④へのアプローチにおいて総

じて職員能力向上と行政サービスの実践がリンクすること

で、人材育成面と行政サービス面に相乗効果が得られ、持

続性の担保につながっている。

また、JICAの協力アプローチを地域軸・時間軸の観点か

ら整理すると、南スラウェシ州における継続的な取り組みが、

参加型地域開発や地方自治体と市民社会との協働に対する

理解の深度および取り組みの進展という点で高い効果につ

ながっている。調査では、州が主体となり大学・NGOを巻

き込んだ村落開発が実践される、県主導でJICA案件の成

果を応用した独自の村落開発システムの導入が行われるな

どさまざまなステークホルダーが州内で主体的に考え動い

ていることが確認できた。これにはJICAがこれまで南スラ

ウェシで実施してきた地方行政および地域開発関連プロジ

ェクトによる蓄積と連携が貢献していると考えられる。

（2）教訓

1）課題へのアプローチの観点からの教訓

■「地方行政能力向上」にかかる課題の全体像とその相

関性の把握を通じた戦略的な課題への取り組み

上述したとおり、JICAによる地方行政能力向上にかか

る課題へのアプローチは、③「地方自治体職員の能力向上」、

④「地方自治体の効果・効率的な行政運営」に重点が置か

れ、同時に③と④の上位課題をまたぐ形でさまざまな中心

課題へのアプローチも各案件でなされている。これらの例

によく表れているように、分権化において行政サービスの

改善を行うことと、地方政府職員の意識変革を推進し能力

を向上させることは、表裏一体にあると考えられる。直接

的に行政官の能力向上をはかるアプローチ（③－2）だけ

を行うのではなく、行政サービスの改善・効率化（④－2）

やさまざまなステークホルダーを巻き込んだ課題へのアプ

ローチ（④－4）などを組み合わせて実施する、行政サー

ビスの質の改善を行う場合も、OJTのみならずサービス

を担う行政官の研修を制度として組み込む、といった組み

合わせを行うことで、有機的な効果が期待できる。

一方で、こうした課題に対する取り組みをより有効かつ

継続性のあるものにするためには、上位課題①や②にある

ような権限・財源などにかかる制度面での課題への取り組

みが必要な場合がある。中央地方関係の制度枠組みや地方

財政システムが不十分だったことから、中心課題③や④に

取り組むプロジェクトが影響を受けた例も見られる。また

開発計画と予算編成が連動していない場合は、開発計画の

効果的実施に大きな影響が及ぶため、財政面の制度的枠組

みの状況を十分に把握する必要がある。地方自治にかかわ

る制度・枠組みや財政システムの整備は地方自治の基礎を

なす重要な項目であり、JICAとしても、課題としての優先

度が高い場合は協力枠組みに取り込んでいくことも検討の

余地があるといえる。必ずしもJICAとしてアプローチせ

ずとも、相手国政府の取り組みや他ドナーの取り組みを含
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めて、JICAの協力との連関を意識することが重要である。

ただし、上位課題および中心課題の熟度は、地方分権

化の進度によって変わってくる。地方分権化初期の制度構

築段階、制度構築が進展し運用に入った段階、制度の精度

を高めていく段階など、地方分権の進度と照らして、上位

課題間の関係性や優先度を検討することも重要である。加

えて、地方行政能力向上にかかる課題には、それぞれ中央

政府、地方政府（広域自治体・基礎自治体）、市民社会と

いった主要アクターがかかわっており、地方行政能力をと

りまくさまざまなアクターと課題との関係性を複層的に確

認することも重要である。アクターの視点で課題をとらえ

なおすことで、課題解決のためにどのアクターにどういっ

たアプローチを組み合わせていくべきかを明確にできる。

このように、課題の現状と全体像を地方分権化の進度に

応じて把握した上で、課題間の上位から下位の関係性と並

立（上位課題間もしくは上位課題を越える中心課題間）の関

係性を検討し、より上位の課題解決を目指すための課題構成

を確認するとともに、課題の解決に向けた適切なアクターの

巻き込みや位置づけを含めて検討することが重要である。

そうすることで、中長期の目標設定と協力シナリオの明確化、

投入の有機的な組み合わせ、他機関との連携、JICAの過

去の経験などを重視したより戦略的なJICAプログラムの形

成につなげることが可能となる。また、地方行政能力向上を

直接の目的とはしないセクターの案件であっても、地方自治

体を主要なアクターとし、上記の視点で案件に地方行政能力

向上の要素を戦略的に組み込むことを通じて、案件自体が

より効果的、持続的な実施につながると考えられる。

■中・長期的かつ複層的な地域を軸とした取り組みの有効性

過去10年間、JICAは住民から首長までを含む複層的

な地方行政支援および地域開発関連プロジェクトを、南ス

ラウェシ州を対象に実施してきた。これまでの協力蓄積に

よる成果を通じて、南スラウェシ州では住民参加型手法を

はじめとする開発計画・実施手法はさまざまな事業に応用

されつつある。地方政府における参加型計画策定・実施の

取り組みは、地方政府と地域社会をはじめとするさまざま

なステークホルダーとの協働関係・信頼関係を必要とする

が、南スラウェシ州では、スラウェシ貧困対策プロジェク

トをはじめとする複数のプロジェクトが地方政府と地域社

会の協働関係を構築するというコンセプトで実施され、州

の首長から住民に至る州の各階層に加え大学やNGOに段

階的にアプローチしてきたことで、地方政府職員の意識改

革と業務改善を促進し、地方行政能力向上につながったと

考えられる。一方で、そのような支援は3年、4年といっ

た1プロジェクトサイクルでは成果を出すことはむずかし

い。また、住民に近い県レベルから住民参加のコンセプト

の定着が進み、その後、州レベルでの支援活動の円滑な実

施につながったことは、地方分権化の進度とターゲットの

熟度にあわせてアプローチを時間軸のなかで中長期的に組

み合わせていくことの重要性を示唆している。

このように、ひとつの地域の課題を包括的に捉え、地方自

治体をとりまく複層的なステークホルダーを対象とした支援

活動を、時間軸を念頭に中長期的な戦略のもとに複合的に

検討していくことで、地方自治体のみならず地域の総体的な

ガバナンス能力の向上をはかることができると考えられる。

2）案件形成・実施の観点からの教訓

■移譲権限に留意したカウンターパートの選択（課題体

系①－1、①－2）

インドネシアの地方分権では、県・市に多くの権限が

移譲され、行政サービス供給を含めた地方行政の中心とな

っており、州は広域自治体の役割をもつ。しかし分権当初、

中央政府、州、県・市の間の役割分担が不明瞭であったた

め、カウンターパートをどのレベルに置くか、どのように

役割分担するかの決定に際して困難を伴った場合があっ

た。また中央省庁をカウンターパートに含めて地方行政関

連案件を行う場合、中央省庁間、および中央省庁と地方政

府との関係性も大きく影響した。

地方分権体制においては、地方自治体（広域自治体、

基礎自治体）に移譲された権限に留意し、それぞれの権限

に応じて複層的なレベルをカウンターパートとして設定す

ることが必要である。また、中央政府がかかわる場合は、

中央省庁間および中央政府と地方政府の役割分担にも留意

することが重要である。

■理論と実践のバランスをとった地方行政能力向上（課

題体系③、④）

インドネシアの地方分権化は短期間のうちに急激に導

入されたため、地方政府は新しい概念を早急に理解し実践

しなければならなかった。このような状況において、多く

の対象案件は、新しい知識や概念を座学で伝えるのみなら

ず、OJTなどの実践を通じた学びをともなうことで業務

に反映し、意識変革につなげることを意図していた。また、

いくつかの案件では行政サービスの改善にかかわるパイロ

ット事業を行政官のオーナーシップを重視しながら進め、

同時に当該行政サービスに直結する研修を行い、現場での

実践にフィードバックさせる方法をとった。こうした取り

組みは、研修そのものの効果を高めるのみならず、行政サ

ービスの改善を担う基礎となる人材を継続的に育てる研修

のしくみを構築することにもつながった。

地方分権体制における支援では、往々にして新しい概

念の導入や行政官の意識改革が必要となるが、このために
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は研修等で知識と技術を得ることと、実体験を通じて学び

実感できるようなコンポーネントを組み合わせることで、

行政サービスの具体的な改善やそれを支える主体的な人材

の育成へとつながる。パイロットプロジェクトやアクショ

ンプランの作成・実施を通じて実際に体験させたり、現地

視察によって他者の体験を経験させたりすること、つまり、

理論と実践のバランスをうまくとりながら能力向上を行う

ことが肝要といえる。

■多様なステークホルダーとの連携の強化による効果向

上と持続性の確保（課題体系④－4）

調査対象案件におけるJICAの取り組みの特徴のひとつ

として、地方政府のみを支援対象とするのではなく、地域

社会やNGO、大学といった地方政府以外の多様なステー

クホルダーを巻き込んでいることが挙げられる。より具体的に

は、地方政府と地域社会の協働関係を強化するためのアプ

ローチとして、NGOや大学といったステークホルダーを含

めた枠組みづくりや地方政府の調整能力の向上をはかって

いる。

地方行政能力とは、地方政府自身の能力だけではなく、地

方政府がさまざまなステークホルダーを巻き込み、調整して

いく能力も含んでいる。地域社会、NGOや大学、民間とい

ったさまざまなステークホルダーとの連携を強化することは、

地方政府のみならず地域としての問題解決能力を向上させ、

行政サービスの質を多面的に改善することにつながる。た

だし、地方政府とステークホルダーの関係性には常に留意

が必要である。たとえば、住民への働きかけでNGOが前面

に出すぎることで、地方政府の役割があいまいになってしま

う可能性もある。パートナーシップを構築する際は、各ステ

ークホルダーの主体性を大切にしつつ役割を明確にし、地

方政府の位置づけを明確にするように留意する必要がある。

■首長のリーダーシップの活用（課題体系④－5）

インドネシアでは地方分権化により地方政府の首長の

権限が強化され、さらに直接選挙の実施によって住民代表

としての首長の正当性が高まったことにより、地方行政の

あらゆる面に首長の影響力が及ぶようになった。このため

JICAが地方においてプロジェクトを実施するにあたって

は首長の影響が大きいといえる。

地方自治体において首長の責任および役割は大きく、

プロジェクトに対する首長の理解、支持を得て、そのリー

ダーシップを活用することはプロジェクトの円滑な推進に

とって重要である。ただし、首長のリーダーシップの活用

は、事業を推進しなければならないプロジェクト開始時や、

その他重要な意思決定が必要とされるときに有効となる一

方で、首長のリーダーシップに頼りすぎると、プロジェク

トの恣意的な活用や、交代にともなって継続性を損なった

り政策が変更されるなどのリスクを負うことになる。プロ

ジェクトの進展とともに事業実施体制を制度化し、その持

続性を担保するようなしくみをつくり、首長のリーダーシ

ップはあくまでサポート材料と考えることが適当である。

■モデル化による波及効果

JICAプロジェクトでは、パイロットプロジェクトの成

果をうまく体系化し、モデル化することが目標となること

が多い。特に地方自治体がモデル運営において中心となる

場合は、行政サービスとして正式に位置づけられ、人員の

配置、組織体制の整備、予算化等がともなうことでプロジ

ェクト終了後も持続可能性が担保されるとともに、他地域

への波及もなされるといった効果が生まれる。プロジェク

トで得られた成果をモデル化（体系化）し、地方行政シス

テムのなかに制度化する過程をプロジェクトに組み込むこ

とで、行政サービスとしての自立発展性を担保するととも

に、他地域への普及につながる。

そして、協力終了後にはモデルを現地政府側が運用す

る過程で「モデルの現地化」が進み、その過程でさまざま

な変化が起こりうると想定される。制度そのものの持続性

にかかわるような変化が起こらないよう、プロジェクト実

施中から持続性を高めるような対応を組み込むことは最も

重要であるが、さらに制度の質をより担保して継続してい

くためには、制度の意義を理解して支える人材を継続的に

育成するといった工夫も有効である。

■オーナーシップを重視した日本の特徴的な手法

対象案件におけるJICAのアプローチはカウンターパート

のオーナーシップの醸成と意識変革を重視しているといえ

る。特に「PKPM」や「スラウェシ貧困対策」では地方行政官

やNGO等のステークホルダーのオーナーシップを重視した

取り組み方針を採用することで、地域の主体的な開発を実

践することができる人材を育成した。こうした人材は数的に

会計研修を受講する財務担当の教員たち（REDIP）
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は少数であるものの、JICAの支援がなくてもファシリテータ

ーとして自立的に取り組みを継続していける有能な人材で

あり、地道ではあるが確実に地域に密着して開発を支えて

いくことがおおいに期待できる。そして、その効果として南

スラウェシ州でさまざまな取り組みが実践されていることは、

明示的ではないが主体的な持続性の現れとも考えられる。

経験による学びとオーナーシップを重視した地方行政

官をはじめとするNGO等のステークホルダーの育成は、

協力効果の持続性や自立発展性を高めるだけではなく、他

ドナーにはあまり見られない日本の特徴的な手法である。

経験による学びとオーナーシップを重視した取り組みを通

じて、本質的な意識変革が起こり、自ら主体的に開発を進

められる人材を育てることができると考えられる。
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